
令和７年度山形県自家消費型太陽光発電（ＰＰＡモデル）実証事業補助金 

交付要綱 

 

 

（趣旨） 

第１条 県は、県内における自家消費型太陽光発電の導入を推進し、再生可能エネルギ

ーの地産地消につなげるため、地域新電力がＰＰＡモデルを活用した自家消費型太

陽光発電を導入してその効果を実証する事業を行う場合において、山形県補助金等

の適正化に関する規則（昭和35年８月県規則第59号。以下「規則」という。）及びこ

の要綱で定めるところにより、予算の範囲内で当該事業者に対し補助金を交付する。 

（用語の定義） 

第２条 この要綱における用語の定義は、次の各号に掲げるとおりとする。 

（１）地域新電力 小売電気事業を営み、得られる収益等を活用して地域の課題解決に

取り組む事業者 

（２）ＰＰＡモデル 自家消費型太陽光発電において、電力需要家以外の第三者が太陽

光発電設備等の所有者となるビジネスモデル 

（３）オンサイトＰＰＡモデル ＰＰＡモデルのうち、太陽光発電設備等の所有者が、

当該太陽光発電設備等を電力需要家の施設又は敷地に設置し、所有及び維持管理

を行った上で、当該太陽光発電設備等から発電された電力を当該需要家に供給す

る契約方式 

（補助事業者）  

第３条 補助金の交付の対象となる者（以下「補助事業者」という。）は、次の各号に

掲げる要件の全てに該当するものとする。 

（１）主たる拠点を山形県内に有し、主として山形県内で活動を行う地域新電力である

こと。   

（２）地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第167条の４（一般競争入札の参加者

資格の欠格要件）の規定に該当するものでないこと。 

（３）この要綱の施行時から第６条による交付申請書提出までの間、山形県の物品及び

役務の調達等に係る競争入札参加資格関係事務処理要綱（平成４年３月16日施行）

第３条第３項各号に掲げる競争入札等の参加資格を有しない者に該当するもので

ないこと。 

（４）全ての県税に現に滞納がないこと。 

（５）山形県の事務及び事業における暴力団排除に関する要綱（平成24年７月６日施

行）第４条各号に掲げる排除対象者に該当するものでないこと。 

（補助事業） 

第４条 補助金の交付の対象となる事業（以下「補助事業」という。）は、オンサイト

ＰＰＡモデルによる自家消費型太陽光発電設備（出力10キロワット以上のものに限

る。）及び蓄電池（以下「太陽光発電設備等」という。）の導入を行い、その効果の検



証を行う事業とする。 

２ 前項の太陽光発電設備等の導入は、県内に事務所又は営業所を有する事業者から

設備等を購入し、かつ、県内に事務所又は営業所を有する事業者がその設置工事を

行うものとする。 

（補助対象経費及び補助金の額） 

第５条 補助金の交付対象となる経費（以下「補助対象経費」という。）は、別表第１

のとおりとする。 

２ 補助事業者に交付する補助金の補助額及び補助限度額は、別表第２のとおりとす

る。 

３ 前項の規定により算出された金額に千円未満の端数がある場合は、これを切り捨

てるものとする。 

（交付申請） 

第６条 規則第５条の規定による補助金交付申請書（規則別記様式第１号）の提出期限

は、知事が別に定める日とし、添付すべき書類は、次のとおりとする。 

（１）事業計画書（別記様式第１号） 

（２）収支予算書（別記様式第２号） 

（３）誓約書（別記様式第３号） 

（４）事業の実施に直接必要な経費に係る見積書の写し 

（５）設置箇所の平面図及び立面図の写し 

（６）現況写真（設置箇所の全景） 

（７）太陽光発電設備、パワーコンディショナ等の付帯設備及び蓄電池の概要（メーカ

ー、型番、出力・容量等）が分かる資料 

（８）その他知事が特に必要と認めるもの 

２ 補助事業者は、複数箇所において補助事業を実施しようとする場合においては、前

項の補助金交付申請書をそれぞれ別葉として提出しなければならない。 

（交付の決定等）  

第７条 知事は、補助金交付申請書の提出があったときは、その内容を審査し、適正と

認めるときは、予算の範囲内において交付の決定を行い、申請者に通知するものとす

る。  

２ 前項の規定により補助金の交付決定を行ったときは、知事は、補助金の交付申請に

係る事項を修正して、又は必要な条件を付して申請者に通知することができる。 

（交付の条件） 

第８条 規則第７条第２項の規定により付する条件は、次の各号に掲げるとおりとす 

る。 

（１）補助事業により機械器具等を設置するに当たっては、その経済効果等が当該需要

家にのみ帰属するにとどまらず、県内産業界等への普及に向けた先駆的事例とし

てふさわしいものであること。 

（２）第６条の規定により補助金の交付を申請した者は、知事が補助金の交付業務の適



正かつ円滑な運営を図るため、報告を求め又は現地調査等を行おうとするときは、

遅滞なくこれに応じなければならない。 

（３）第６条の規定により補助金の交付を申請した者が、交付決定前に当該申請を辞退

するときは、申請辞退届（別記様式第４号）を、知事に提出しなければならない。 

（４）補助事業の着手は、原則として第７条による交付決定後に行うものとする。ただ

し、やむを得ない事由により、当該交付決定前に事業に着手する必要があるとき

は、 あらかじめ交付決定前事業着手届（別記様式第５号）を知事に提出し承認を

得なければならない。 

（補助事業の変更等）  

第９条 規則第７条第１項第１号イに定める軽微な変更は、次の各号のいずれかに該

当するものとする。  

（１）申請のあった補助事業の内容及び効果に影響しない範囲での仕様等の変更 

（２）補助対象経費の総額の30パーセント以内の減少 

（３）その他知事がやむを得ないものとして認めるもの 

２ 規則第７条第１項第１号の規定により、知事の承認を受けようとするときは、事業

計画変更承認申請書（別記様式第６号）を提出しなければならない。 

（補助事業の中止又は廃止）  

第10条 規則第７条第１項第１号の規定により、補助事業の中止又は廃止について知

事の承認を受けようとするときは、その理由を記載した事業中止（廃止）承認申請書

（別記様式第７号）を提出しなければならない。 

（補助事業が予定期間内に完了しない場合等の報告）  

第11条 規則第７条第１項第２号の規定により、補助事業がその属する年度の終了す

る日までに完了しないと見込まれる場合又は補助事業の遂行が困難になった場合は、

その理由を記載した遅延等報告書（別記様式第８号）を知事に提出し指示を受けなけ

ればならない。 

（状況報告） 

第12条 補助事業者は、知事が指定する期日までに、補助事業に係る状況報告書（規則

別記様式第２号）を知事に提出しなければならない。ただし、事業期間が６か月を超

えない場合は、状況報告を求めない場合がある。 

２ 補助事業者は、事業開始日の属する年度の翌年度から原則として３年間、毎年度４

月末日（同日が山形県の休日を定める条例（平成元年３月県条例第10号）第１条によ

る県の休日に当たる場合は翌平日）までに、前年度の事業の実施状況を知事に報告す

るものとする。 

（実績報告） 

第13条 規則第14条の規定による補助事業実績報告書（規則別記様式第２号）の提出期

限は令和８年４月10日とし、添付すべき書類は、次のとおりとする。 

（１）事業実績書（別記様式第１号） 



（２）収支決算書（別記様式第９号） 

（３）完成写真（施工前・施工後が分かる全景、太陽光発電設備等の写真） 

（４）工事契約、納品、請求及び支払いに係る証拠書類等の写し 

（５）オンサイトＰＰＡ契約書の写し 

（６）効果検証報告書（別記様式第10号） 

（７）その他知事が必要と認めるもの 

（補助金額の確定）  

第14条 知事は、前条の規定による実績報告書の提出があったときは、実績報告書等の 

書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、その報告に係る補助事業等の

成果が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合するものであるかど

うかを審査し、適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、当該補助

事業者に通知するものとする。 

（補助金の支払い）  

第15条 補助金は、交付すべき補助金の額を確定した後に支払うものとする。ただし、

知事が必要と認めるときは、補助金の交付決定の後に、概算払をすることができる。 

２ 補助事業者は、前項の規定により補助金の概算払を受けようとするときは、概算払

請求書（別記様式第11号）を知事に提出しなければならない。 

３ 前項による請求は、前項に掲げる書類を電子ファイル化したもの（容易に編集でき

ない形式に限る）を添付して送信する方法によりすることができる。 

（交付の決定の取消）  

第16条 知事は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、第７条の規定に 

より交付決定した補助金の全部又は一部を取り消すことができる。 

（１）補助事業者が、当該補助金を他の用途へ使用したとき。 

（２）補助事業者が、補助金交付の決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。 

（３）補助事業者が、当該補助事業に関し、法令、規則又はこれに基づく処分若しくは

命令に違反したとき。  

２ 前項各号の規定は、補助事業について交付すべき補助金の額の確定があった後に

おいても適用があるものとする。 

（補助金の返還）  

第17条 知事は、補助金の交付の決定を取り消した場合において、補助事業の当該取消

しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を

命ずる。  

２ 知事は、補助事業者に交付すべき補助金の額が確定した場合において、既にその額

を超える補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずる。  

（帳簿等の保管）  

第18条 補助事業者は、当該事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿及び証拠書

類を備え、令和８年度から５年間保管しなければならない。  



（取得財産の管理の管理、処分制限等） 

第19条 補助事業者は、補助事業が完了した後も、規則第22条ただし書の規定により知

事が定める財産処分を制限する期間（以下「財産処分制限期間」という。）は、補助

事業により取得し、又は効用の増加した財産（以下「取得財産」という。）を、善良

な管理者の注意をもって管理（以下「善管注意義務」という。）しなければならない。 

なお、譲渡による財産処分を行った場合、財産処分制限期間及び善管注意義務は、

譲渡先事業者に移転するものとし、譲渡後、この要綱で定める「補助事業者」とある

のは、「譲渡先事業者」と読み替えてこの要綱で定める各規定を適用する。 

２ 財産処分制限期間は、減価償却資産の耐用年数等に関する省令（昭和40年大蔵省令

第15号）に定める耐用年数の期間とする。 

３ 規則第22条第３号の規定により処分を制限する財産として知事が定めるものは、

取得財産であって、１件当たりの取得価格又は効用の増加額が50万円以上の機械装

置、重要な器具その他財産とする。 

４ 補助事業者は、規則第22条の規定により財産処分の承認を受けようとするときは、

財産処分承認申請書（別記様式第12号）を知事に提出しなければならない。 

５ 知事は、前項の申請書の提出を受けた後、財産処分の承認をしたときは、同項の申

請をした者に通知するものとする。 

６ 知事は、前項の承認をした場合において、当該承認を受けた補助事業者が当該承認

に係る処分により収入があったと認めるときは、当該補助事業者に対して、その収入

に相当する額の全部又は一部を県に納付させることができる。 

（事業効果の公表） 

第20条 知事は、本事業による自家消費型太陽光発電（ＰＰＡモデル）事業の推進を図

るため、交付決定した補助事業者から提出のあった補助事業計画書、事業実施状況調

書、事業実績書及び効果検証報告書等に基づき、その内容を公表するものとする。 

（その他） 

第21条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は別に定める。 

 

 

附 則 

この要綱は、令和７年４月１日から施行する。 

 

  



 

別表第１ 

区 分 内 容 

補助対象経費 設備費 事業の実施に直接必要な機械装置及びこれらに附

帯する設備費 

工事費 事業の実施に直接必要な工事費 

その他の経費 事業の実施に直接必要なその他の経費（プラン等の

提案費、設計費等（耐荷重計算に要する経費を含

む。）） 

 ※ 補助対象経費については、消費税及び地方消費税は含まない。 

 

別表第２ 

区 分 内 容 

補助額 設備費 

及び 

工事費 

太陽光 

発電設備 

出力に１キロワット当たり５万円を乗じて得た

額。ただし、太陽光パネルを40度以上の傾斜角度

で設置する場合又は概ね２メートルの積雪に耐

える仕様とする場合は、出力に１キロワット当た

り６万円を乗じた額とする。 

※ 複数の系列で設置する場合の出力は、各系列にお

ける太陽光パネルの合計出力とパワーコンディシ

ョナの出力のいずれか小さい方の値を、それぞれ合

計した値とする。 

蓄電池 容量に１キロワット毎時当たり６万円を乗じて

得た額 

その他の経費 事業の実施に直接必要な経費の額 

補助限度額 設備費及び工事費 施工１か所当たり300万円 

その他の経費 施工１か所当たり60万円 

 

 


